
高齢者施設 における 看取り に関する

実態調査報告 と 今後の展望

福島県福島市 保健総務課 地域医療政策室 吉成 勇一朗



多くの回答をもらえ ありがとうございました

■ 回答あり □ 回答なし

実態調査報告 p.1 から引用

21 施設

1

特別養護老人ホーム

3 施設

地域密着型 特別養護老人ホーム

9 施設

3

介護老人保健施設

回答 563 人 回答 31 人 回答 293 人



看取り介護加算 ・ ターミナルケア加算の算定状況

■ 加算あり ■ 加算なし

実態調査報告 p.9 から引用

12 施設

9

特別養護老人ホーム

３ 施設

地域密着型 特別養護老人ホーム

7 施設

2

介護老人保健施設

加算を算定しない理由

体制が整わない、体制構築準備中 など



多くの施設が質の向上を目指している

実態調査報告 p.20 p.25 から引用

全職員のスキルの向上、そのための研修

ターミナル利用者が増えるにあたってのマンパワー

人員含めた体制の構築

看取りを取り組む意味と職員への周知

看取りの内容の充実性を高める

施設での看取りというニーズに添うことができていない 

自施設で看取りを実施する上での課題等 （自由記載）

看取りを実施する
施設群

看取りを実施しない
施設群



１対１を超えた協力関係が期待されている

実態調査報告 p.22 p.26 から引用

協力医療機関との看取りをする、しないの話し合い

普段からの市内施設全部と医師会等の組織同士の連携

施設間、病院間の情報共有と連携

職員１人１人が納得して取り組めるよう進めること

看取りを実施する
施設群

自分達の取り組みを振り返ったり、見直しをする機会

施設である程度対応しつつ、医師と看護師をチームで派遣

福島市内の施設看取りを推進する上での課題等 （自由記載）

看取りを実施しない
施設群



これから看取りを実施していきたい施設は多い

■ 意向あり ■ 検討中 ■ 意向なし □ 回答なし

実態調査報告 p.23 から引用

５ 施設3

1

特別養護老人ホーム

1 施設

2

地域密着型 特別養護老人ホーム

2 施設

介護老人保健施設



他施設への協力をできる施設もある

実態調査報告 p.21 から引用

4 施設

8

特別養護老人ホーム

4 施設
3

介護老人保健施設

■ 協力できる □ 協力できない

協力できること

他施設へのアドバイザー

施設内研修を他施設職員も受講

他施設企画研修への講師
など



看取りをする施設 or しない施設に大きな差はなさそう

実態調査報告 p.2 から引用

明らかな差がみられなかったこと

常勤看護師１人あたりの入所者数

常勤介護士１人あたりの入所者数

一定以上の経験年数のある介護職員の割合

回答者の平均勤務年数

看取りを実施する
施設群

看取りを実施しない
施設群



スタッフ１人1人も前向きに考えている

■ 看取りは必要だと思う ■ 看取りは必要だと思わない □ 回答なし

実態調査報告 p.35 p.36 p.37 から引用

436 人

100

27

特別養護老人ホーム

26 人

4
1

地域密着型 特別養護老人ホーム

247 人

34
12

介護老人保健施設

必要だと思わない理由

十分な知識とマンパワーがそろっていない など

必要だと思う理由

社会のニーズ など



学習の機会が求められている

実態調査報告 p.39 から引用

特別養護老人ホーム
地域密着型

特別養護老人ホーム
介護老人保健施設

１位
研修等学習する機会

がほしい
研修等学習する機会

がほしい
研修等学習する機会

がほしい

２位

（加算あり）

より充実して
過ごして

いただくために
対応を検討して
取り組みたい

（加算なし）

施設は看取りに
ついて方針を示し
それに沿った体制
を整えてほしい

本人、家族の意向を
確認し対応すること

が大切である

（加算あり）

本人、家族の意向
を確認し

対応すること
が大切である

（加算なし）

施設は看取りに
ついて方針を示し
それに沿った体制
を整えてほしい

３位
本人、家族の意向を
確認し対応すること

が大切である

職員のメンタルケア
をして欲しい

利用者が
家族と共に過ごす
ことができるよう

にしたい

施設設備を
整備してほしい

意見・要望（自由記載）の抽出



制度上も看取り実施の期待が増えていく

２０２４年 介護報酬改定

・ 看取り連携体制加算 … 対象施設にショートステイなど追加

・ 配置医師緊急時対応加算 … 日中の時間帯も追加

２０２5年 かかりつけ医機能 報告制度

ほぼ全ての医療機関に対して 都道府県への毎年報告が義務化

・ 通常の診療時間外の診療

・ 入退院時の支援

・ 在宅医療の提供 （在宅看取りの診療報酬項目の算定状況など）

・ 介護サービス等と連携した医療提供 （ACPの実施状況など）



施設の看取りを増やしていく 伸びしろ はある
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